枚方市生活支援員養成研修実施業務委託仕様書

１　委託業務名
　令和８年度　枚方市生活支援員養成研修実施業務

２　業務の目的
　　地域の元気な高齢者を中心に介護予防・日常生活支援総合事業における枚方市生活支援員として活躍していただくことにより、高齢者の持つ豊かな経験と知識・技能を活かし、高齢者の生きがいの充実や社会参加の促進による地域社会の活性化を図るとともに、多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを支援する。
　　本業務は生活支援員の養成を目的として、発注者の年度ごとの事業計画および予算の範囲内で受注者が実施するものであり、業務委託の実施回数および委託事業者数は、当該年度の事業実施体制を踏まえて決定するものとする。

３　業務を委託する期間
　　契約締結日から令和９年３月31日までの間とする。

【委託事業者の選定について】
　　本業務の委託にあたっては、本仕様書に定める要件を満たす事業者からの申出を受け付けるものとする。ただし、実際の業務委託契約の締結については、当該年度の予算や研修実施回数、受講者数、事業全体の実施体制等を総合的に勘案し、発注者が判断するものとする。
業務委託を希望する事業者は、市が指定する申出書および必要書類を提出しなければならない。なお、申出書の提出は必ずしも当該年度の業務委託契約の締結を保証するものではない。

４　委託業務の内容
(１)　研修の周知
　　研修の開催にあたり、広く住民に周知するよう努めることとし、その方法について企画提案書に記載すること。
(２)　研修の申込受付
①　研修の申込受付は、受注者の事務所等で行うこと。申込受付方法については、電話のほか、FAXや電子メール等により対応できるよう、合理的配慮の体制を整えること。
　　②　研修修了後、研修受講先にて生活支援員としての登録が直ちにできないことが想定される場合は、研修の申込があった時点でその旨を説明し、必要に応じて他の研修日程を案内すること。
③　申込者名簿は、申込期間終了日の翌営業日から起算して２営業日後の午後２時までに提出すること。
④　研修の実施回数等について
　　研修の実施回数は、年度ごとの事業計画に基づき発注者が定める回数とし、受注者はこれに従い研修を実施するものとする。なお、研修実施回数の増減および委託事業者数の変更は、原則として当該年度中に行わないものとする。
(３)　研修の実施
　　①　年２回程度、発注者が指定する会場において、認知症に関する知識やコミュニケーション技術等を習得する養成研修（概ね13時間程度の講義及び演習）を行い、高齢者等への生活支援サービスを行う担い手を養成すること。
　　枚方市生活支援員養成研修実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき当該研修を実施すること。
別紙、研修カリキュラムに基づき、履修科目の順番等を記した企画提案書（様式05）を提出し、発注者の承認を得ること。
　　②　年１回程度、研修修了者に対して、認知症に関する知識やコミュニケーション技術等の向上を目的としたフォローアップ研修の実施を検討すること。研修を実施する場合は、実施企画書（様式09）及び見積書を開催日の90日前までに提出し、発注者の承認を得ること。
③　補習については、受講者がやむを得ない理由により研修を欠席した場合、事業者は別途定める実施要領に従い補習を実施するものとする。補習にかかる費用の負担および方法についても実施要領で定める。
(４)　研修の方法
　　講義と演習の双方を適切に組み合わせ、受講者が自ら考えることにより理解を深め、実践力を身につけるよう工夫すること。
(５)　研修修了証書の交付及び研修修了者名簿の作成・管理等
　　研修修了者に研修修了証書（様式07参照）を交付すること。また、研修修了者台帳（様式08）を作成し、実績報告書（様式06）とあわせて提出するとともに、実施要領第４（２）及び第５に定めるところに従い、当該台帳及び関連書類の写しを適切に保管・管理すること。
(６)　研修修了者の活動支援
　　研修修了者の活動支援の内容については受注者が決定することとするが、下記の①～③を踏まえた内容とすること。なお、研修修了者の活動支援の内容については、企画提案書（様式05）に記載すること。
　　①　研修修了者の希望に合った活動、関心を持てる活動を紹介すること。
②　研修修了者が新たな活動グループを立ち上げる場合にはその相談を行うこと。
③　活動参加後もアドバイスや活動についての相談など継続的な支援体制を整えるこ
と。

５　本事業にかかる委託料の支払い
　　本事業の委託料については、実績報告の確認を行い、その内容が契約の内容に適合するものとして認められた場合、適法適式な請求書（様式10）の提出を受け、それに基づき支払うものとする。なお、本事業の委託料に充てられる経費に他の補助金や委託料が充てられている場合、本事業の対象経費としない。

６　実績報告
　　本事業の実績報告書（様式06）は、本事業終了後速やかに提出すること。研修受講者が有資格者であることを理由に研修カリキュラムの科目免除を認めた場合は、資格を保有することについての事実確認ができる証明書類の写しを添付すること。

７　個人情報の保護及び守秘義務
（１）　本事業で知り得た個人情報の内容は適正に管理し、第三者への漏洩を防止しなければならない。また、知り得た個人情報を他人に開示したり、不当な目的で使用したりしてはならない。
（２）　個人情報が記録された資料は、実施要領第５に基づき適切に保存すること。

８　協議
　　本事業について、この仕様書に規定するもののほか、事業の内容等について疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議して決定する。
